
令和８年度 第１回加東市空家等対策審議会次第 

 

            日時：令和８年５月１日（金）午前１０時～ 

            場所：加東市役所庁舎５階 ５０１会議室 

 

 

１ 開  会 

 

２ 委員紹介 

 

３ 会長・副会長選出 

 

４ 協議事項 

  (1) 加東市老朽空家除却支援事業補助金交付要綱の一部改正（案）について 

  (2) 令和７年度活動実績について 

  (3) 令和７年度老朽空家判定報告について 

 

 ５ その他 

  (1) 空家問題に取り組む民間企業との連携協定等について（チラシ参照） 

   ①株式会社クラッソーネ（解体がメイン）【連携協定】 

   ②株式会社ジチタイアド（利活用がメイン）【サービス利用申込】 

 

６ 閉  会 

 

 



１．加東市老朽空家除却支援事業補助金要綱の一部改正（案）について 

 

【改正経緯】 

・補助金交付申請をするには事前調査（空家不良度測定基準の測定）が必要ですが、旧 

耐震基準（昭和 56 年 5 月以前建築）で建てられた木造住宅は、事前調査の結果に関

わらず補助対象となります。 

・事前調査は、建築士による専門的な調査が必要となり、調査に約１ヶ月半を要するた  

め、早急に解体したい申請者にも負担がかかっている状況です。 

 以上のことから、事前調査の結果に影響を受けない旧耐震基準で建てられた木造住宅

については、事前調査が不要となるように要綱の一部を改正するものです。 

 

＜補助金交付フロー図＞ 

①事前調査申込 ⇒ ②事前調査実施【市】 ⇒ ③調査結果通知【市】 ⇒  

④交付申請提出 ⇒ ⑤交付決定通知【市】 ⇒ ⑥業者契約・解体 ⇒  

⑦完了報告提出 ⇒ ⑧交付確定通知【市】 ⇒ ⑨補助金交付【市】 

※改正により、①～③が省略されます。 

 

【主な改正内容】 

・要綱第４条の補助対象老朽空家を次のとおり改正します。（下線部分を削除） 

（改正前） 

第４条 補助金の交付の対象となる老朽空家は次の各号のいずれかに該当する空家とす

る。 

（１）昭和 56 年 5 月以前に建てられた木造住宅であり、別表に掲げる空家不良度測定基    

準の評点が 100 点未満である空家 

（２）不良度測定基準の評点が 100 点以上であって、老朽化により周囲に危害を及ぼす

おそれがない空家 

（改正後） 

（１）昭和 56 年 5 月以前に建てられた木造住宅である空家 

（２）〔略〕 

 

 



《参考：現行要綱(抜粋)》







２．令和７年度活動実績について

（１）空き家活用支援事業の状況

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R7補助額(円)

市補助 0 1 1 1 0 0 0 1 1 650,000

0 1 0 0 0 0 0 1 1 650,000

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
県補助 1 0 0 1 1 3 2 1 2 3 1 1 0

1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0

2 1 0 0 0

1 0 0 1 1 4 3 2 2 3 1 2 1 650,000

（２）空家バンク登録状況
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（３）空家家財処分支援事業補助金利用状況

（４）空家除却補助金利用状況

（５）固定資産税等相当額補助金利用状況

R7補助額(円)

0

R7補助額(円)

0

2,274,000

2,274,000

R7補助額(円)

663,400

R7.3末 R8.3末 R7.3末

6

14

01

R6

1

R7R5 R6

87

13

件数

※ 県補助については、県から申請者への直接補助である。
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空 　家 607

管   理 171

居 　住 22

利   用 75

更   地 34

計 909

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ バンク 別荘 管理 居住 利用 更地 計

Ａ 54 2 2 2 3 1 5 69

Ｂ 6 53 2 2 6 5 7 81

Ｃ 1 33 30 6 7 3 8 10 98

Ｄ 2 1 31 1 35

バンク 3 18 1 8 5 4 2 41

別荘 268 10 1 6 6 291

管理 1 15 13 5 2 19 135 14 51 5 260

居住 0

利用 0

更地 0

新規 2 6 10 1 8 5 2 34

計 66 112 76 48 10 295 171 22 75 34 909

R7年度
R6年度

令和6年度末 減 増 令和7年度末

Ａ（危険） 69 -15 12 66

Ｂ（注意・経過観察） 81 -28 59 112

Ｃ（軽微な修繕） 98 -68 46 76

Ｄ（雑木林化） 35 -4 17 48

空家バンク促進 41 -33 2 10

別荘 291 -23 27 295

615 -171 163 607

管理されている空家 260 -125 36 171

875 -296 199 778

居住 0 22 22

利用 0 75 75

更地 0 34 34

計 875 -296 330 909

空家対策の対象とする空家

空家計

（６）空家の状況（令和7年度末） 

■パトロール件数     ■パトロール結果内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■増減内訳 


